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＜方法論 No.E004 Ver.  7. 2＞ 

「廃食用油由来のバイオディーゼル燃料の車両等における利用」（概要・適格性基準） 

プロジェク

ト概要 

車両等に利用する化石燃料を、廃食用油を原料としたバイオディーゼル燃料

に転換するプロジェクトであり、適格性基準１～６を全て満たすもの。 

適格性基準 

条件１：精製されるバイオディーゼル燃料の原料が、プロジェクトがない場

合にはエネルギー利用されない、国内で発生した、主に植物性の廃

食用油であること 

条件２：バイオディーゼル燃料の精製方式は、メタノールを用いたエステル

交換方式又はエステル化方式であること 

条件３：精製されるバイオディーゼル燃料により代替される車両等の燃料

が、化石燃料であること 

条件４：バイオディーゼル燃料の品質等について以下の基準を満たしている

こと 

１）ディーゼル機関を有する車両等での利用 

①混合比率５％以下のバイオディーゼル軽油混合燃料を製造・利用する場合 

－バイオディーゼル燃料を精製・加工する者が、「揮発油等の品質の確保

等に関する法律（以下、揮発油品確法）上の特定加工業者として登録さ

れており、精製されたバイオディーゼル軽油混合燃料の品質が同法の強

制規格に準拠していること。 

②軽油と混合しないバイオディーゼル燃料を製造・利用する場合（精製され

たバイオディーゼル燃料を利用する車両等は、限定かつ一定の管理下に置

かれたものであることとし、一般利用する場合は除く。） 

－バイオディーゼル燃料が、国土交通省が策定する「高濃度バイオディー

ゼル燃料等の使用による車両不具合等防止のためのガイドライン」にて

引用されている「（全国バイオディーゼル燃料利用推進）協議会モニタ

リング規格」を満たしていること 

２）ボイラーでの利用 

「（全国バイオディーゼル燃料利用推進）協議会モニタリング規格」を満

たしていること。バイオディーゼル燃料の性状が協議会モニタリング規格

を充足していない場合は、ボイラーメーカーが当該燃料をボイラーで利用

することを許容していること。 

条件５：精製されるバイオディーゼル燃料を使用する車両等が、①道路運送

車両法に規定される公道を走行する車両、②公道を走行しない特定

特殊自動車のうちオフロード法（特定特殊自動車排ガスの規制等に

関する法律）の適用を受けた車両、又は、③ディーゼルエンジン機

器（ただし、上記、①、②及び鉄道、船舶、航空機等を除く）、④

ボイラーであり、個別に特定されること。また、車両等の区分毎に

適切な燃料種類を利用し、自己の責任において当該燃料種類に応じ

た適切な車両等の管理が行われていること 

条件６：ガソリンスタンド等で一般販売される混合比率５％以下のバイオデ

ィーゼル軽油混合燃料を、市民等が利用するプロジェクトに限り、

下記条件を満たすことにより、事前の車両等の特定を行うことな

く、プロジェクト登録後の追加を許容する。 

①利用市民等が事業に参加していることを知りえる状態とすること 

②利用市民等による排出削減価値の二重利用（ダブルカウント）の防止措

置を行うこと 
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備考 

・バイオディーゼル燃料を精製する際の副産物であるグリセリンを廃棄する

場合には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適切に処理する

必要がある。 

・洗浄排水の処理を行う場合には「水質汚濁防止法」、「下水道法」等の関連

法令に基づき適切に処理する必要がある。 

・「大気汚染防止法」のばい煙発生施設に該当する施設については、排出基

準の遵守、ばい煙量等の測定等関連法令を遵守する必要がある。 

・上記のほか、他の関係法令についても遵守すること 

混合比率５％以下のバイオディーゼル軽油混合燃料を使用するプロジェク

トに限り、プロジェクト期間中に車両等の変更（主にリース期間満了に伴う

車両入替を想定）があった場合、以下の条件を満たすことを車両等それぞれ

に検証時に確認できれば、対象とすることを認める。 

・ 適格性基準条件５を引き続き満たすこと 

・ １台対１台の変更であること 

・ 用途が同等であること 

・ カタログ燃費が同じ又は向上すること 

・ 他のプロジェクト条件の変更がないこと 
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＜適格性基準の説明＞ 

条件１：バイオディーゼル燃料の原料 

＜プロジェクトがない場合にはエネルギー利用されない、国内で発生した、主に植物性の

廃食用油＞ 

車両等に使用される廃食用油由来バイオディーゼル燃料が、他のエネルギー用途から振

り向けられたものである場合、プロジェクトは CO2排出量の削減に寄与しないため、本プロ

ジェクトの対象とはならない。 

廃食用油由来バイオディーゼル燃料が、工業用脂肪酸・グリセリン原料等の用途から振

り向けられたものである場合は、本プロジェクトの対象とする（採算性が悪い中資源の有

効活用の観点から取り組まれてきたものであると評価できるため）。 

本プロジェクトは、日本国内で発生した廃食用油を原料としたバイオディーゼル燃料に

限定する。海外で発生した廃食用油等によって製造されたバイオディーゼル燃料は、モニ

タリングが困難である等の理由から対象外とする。 

本プロジェクトは、カーボン・ニュートラルである主に植物性の廃食用油を対象とする。 

 

  国内で発生した廃食用油であることを立証するため、廃食用油の収集元を特定し、それ

以外に由来する廃食用油は使用しない旨の宣言書を提出すること。国内で発生した廃食用

油の使用宣言書（例）を以下に示す。これはあくまでも例であり、事業毎の状況に応じて

適切な書類を準備すること。 

 

国内で発生した廃食用油の使用宣言書 

2010年×月×日 

 

「（プロジェクトタイトル）」でバイオディーゼル燃料の原料として使用する廃食用

油は、別途添付する収集元リストから集荷した廃食用油のみとし、国外で発生した廃

食用油は利用しないことを宣言いたします。 

収集元に変更がある場合には、適宜、その変更改訂を申請いたします。 

 

（プロジェクト代表事業者） 

（氏名）（押印） 

 

 

なお、食品リサイクル法等、廃食用油の取扱い(利用方法の優先順位等)に係わる政策に変

更がなされた場合には、本方法論の改定を行なう可能性がある。 
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条件２：バイオディーゼル燃料の精製方法 

＜精製方式は、メタノールを用いたエステル交換方式又はエステル化方式＞ 

バイオディーゼル燃料の精製として、工業プロセスとして完成している、水酸化ナトリ

ウム等を触媒として用いたアルカリ触媒法によるエステル交換方式が最も普及している。 

本方法論では、アルコールを用いたエステル交換方式又はエステル化方式によるバイオ

ディーゼル燃料の製造方式を対象とする1。パラフィンを主成分とするバイオディーゼル燃

料を精製する超高圧方式等、エステル化・エステル交換による脂肪酸メチルエステルを前

提としない方式については、別の製造方式であると認識し、対象外とするが、将来的に別

途方法論に掲載する可能性を排除するという主旨ではない。 

 

条件３：代替される燃料 

＜代替される燃料は化石燃料＞ 

カーボン・ニュートラルなバイオディーゼル燃料が、化石燃料使用を代替することによ

り、CO2排出量の削減が実現する。そのため、これまでもバイオディーゼル燃料その他 CO2

を排出しない燃料を使用していた場合は、適合しないものとして除外する。 

ディーゼル機関を有する車両等を新規に導入する場合は、プロジェクトがなければ軽油

を使用していたものとみなすこととする。 

ボイラーを新規に導入する場合は、ベースラインで化石燃料が想定される状況であり、

バイオディーゼル燃料の使用がその代替であることを証明すること。証明が困難な場合に

は、保守性の観点から当該ボイラーでの使用が想定される化石燃料のうち、最も排出係数

の小さい化石燃料が使用されることとする。 

 

条件４：バイオディーゼル燃料の品質 

＜揮発油等の品質の確保等に関する法律（揮発油品確法）等への準拠＞ 

精製されたバイオディーゼル燃料の品質は、使用する車両等の安全な走行、機器の安定

的な運転や耐久年数にも関わってくる。社会的な悪影響を排除するためには、使用される

バイオディーゼル燃料の品質が一定以上であることが求められる。 

 

１）ディーゼル機関を有する車両等での利用 

精製されたバイオディーゼル燃料の品質が、以下のとおり、バイオディーゼル燃料の品質

について規定した「改正揮発油等の品質の確保等に関する法律（揮発油品確法）」又は「高

濃度バイオディーゼル燃料等の使用による車両不具合等防止のためのガイドライン」に準拠

していることを条件とする。 

 

①混合比率５％以下のバイオディーゼル軽油混合燃料を製造・利用する場合 

－バイオディーゼル燃料を精製・加工する者が、「揮発油等の品質の確保等に関する法律

                                                   
1 エステル交換又はエステル化には、アルカリ触媒、酸触媒、酵素触媒、固定触媒等が用いられることが

あるが、いずれの方式も対象とする。 

また、エステル交換・エステル化後に不純物を除去する洗浄工程には、湿式洗浄方式と乾式洗浄方式が

あるが、いずれの方式も対象とする。 
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（以下、揮発油品確法）上の特定加工業者として登録されており、精製されたバイオ

ディーゼル燃料の品質が同法の強制規格（参考１の①参照）に準拠していること。 

②軽油と混合しないバイオディーゼル燃料を製造・利用する場合（精製されたバイオディ

ーゼル燃料を利用する車両等は、限定かつ一定の管理下に置かれたものであることとし、

一般利用する場合は除く。） 

－バイオディーゼル燃料が、国土交通省が策定する「高濃度バイオディーゼル燃料等の

使用による車両不具合等防止のためのガイドライン」にて引用されている「（全国バイ

オディーゼル燃料利用推進）協議会モニタリング規格」（参考１の③参照）を満たして

いること。 

 

２）ボイラーでの利用 

 バイオディーゼル燃料が「（全国バイオディーゼル燃料利用推進）協議会モニタリング規

格」（参考１の③参照）を満たしていること原則とする。 

 但し、ボイラーで利用する場合のバイオディーゼル燃料については、車両等での利用時

と比較し、厳格に品質を指定する必要性は低いと考えられる。よって、上記規格を満たし

ていないバイオディーゼル燃料の性状であっても、ボイラーメーカーが当該性状の燃料を

ボイラーで利用することを許容する場合に限り、使用を認めることとする。 

 

条件５：バイオディーゼル燃料を使用する車両等 

＜対象となる車両等及び使用する燃料＞ 

本方法論にて対象とする車両等及びそれぞれの車両等において使用する燃料は、以下の

通りとする。 

①道路運送車両法に規定される公道を走行する車両 

  混合比率５％以下のバイオディーゼル軽油混合燃料、及び軽油と混合しないバイオ

ディーゼル燃料を対象とする。 

②公道を走行しない特定特殊自動車 

   オフロード法（特定特殊自動車排ガスの規制等に関する法律）の適用を受けた車両

にあっては、指定された脂肪酸メチルエステル混合比率に適合した軽油のみを対象と

する。なお、オフロード法の適用外の車両は対象外とする。車両がオフロード法の適

用対象か否かは環境省ウェブサイト

（<http://www.env.go.jp/air/car/tokutei_law.html> ［５］型式指定等の状況につい

て）にて確認し、指定された脂肪酸メチルエステル混合比率（5%）に適合しているか

は、J- VER制度事務局を通じて環境省に照会すること。 

 ③発動発電機などのディーゼルエンジン機器（公道を走行する車両と公道を走行しない

特定特殊自動車以外） 

   混合比率５％以下のバイオディーゼル軽油混合燃料、及び軽油と混合しないバイオ

ディーゼル燃料を対象とする。 

 ④ボイラー 

   協議会モニタリング規格を満たしたバイオディーゼル燃料またはメーカーが許容し

たバイオディーゼル燃料であれば、他の化石燃料との混合比率は特段規定しない。 
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＜プロジェクトの算定対象（自家消費分も含む）となる車両・使用設備が特定されること

＞ 

バイオディーゼル燃料が、軽油を代替したことを保証するために、実際に使用された量

をモニタリングする必要がある。安全確保及び排ガス管理のために車両等の整備が確実に

行われるという面からも、プロジェクトの算定対象（自家消費分も含む）となる車両・設

備について、ナンバープレートや製造番号等を用いて特定し、管理することを条件とする。 

特に、軽油と混合しないバイオディーゼル燃料を、公道を走行する車両で利用する場合

については、「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」（国土交通省 平成 21 年

３月 31日改正）に基づき、自動車検査証の備考欄に「バイオディーゼル燃料を併用使用し

ている旨」を記載すること。 

但し、指定された脂肪酸メチルエステル混合比率に適合した軽油（混合比率５％以下の

バイオディーゼル軽油混合燃料）をガソリンスタンド等で一般販売し、不特定多数の車両

等で利用するプロジェクトについては、追加的な車両等の整備を要しないことから、事前

に車両等を特定する必要はないこととする（条件６参照）。 

 

＜定期的なメンテナンス＞ 

プロジェクトの算定対象（自家消費分も含む）となる車両について、道路運送車両法に

規定される公道を走行する車両において軽油と混合しないバイオディーゼル燃料を利用す

る場合は、「高濃度バイオディーゼル燃料等の使用による車両不具合防止のためのガイドラ

イン（国土交通省 平成 21年 2月 10日）」の４．（４）「高濃度バイオディーゼル燃料等使

用者が点検整備上等で留意すべき点」に準拠した点検・整備が実施され、４．（５）「高濃

度バイオディーゼル燃料等を使用する自動車の管理とトラブル発生時の対応」に準拠した

車両・運行管理（参考２参照）が行われることを条件とする。 

 

また、プロジェクトの算定対象（自家消費分も含む）となるディーゼルエンジン機器（公

道を走行する車両と公道を走行しない特定特殊自動車以外）において軽油と混合しないバ

イオディーゼル燃料を利用する場合は、機器メーカー等からのヒアリング等により、安全

性や排出ガス対策の観点から想定される機器の不具合を特定し、当該不具合の発生を最小

限にするための点検・整備計画を提出し、バイオディーゼル燃料の利用者の責任において、

当該計画に従って機器管理が行われることを条件とする。 

 

同様に、プロジェクトの算定対象（自家消費分も含む）となるボイラーにおいてバイオ

ディーゼル燃料を利用する場合においても、機器メーカー等へのヒアリングにより安全性

や排出ガス対策の観点から想定される機器の不具合を特定し、適切な機器の改良を施すこ

と、当該不具合の発生を最小限にするための点検・整備計画を提出し、バイオディーゼル

燃料の利用者の責任において、当該計画に従って機器管理が行われることを条件とする。 

 

条件６：混合比率５％以下のバイオディーゼル軽油混合燃料のガソリンスタンド等での 
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一般販売 

指定された脂肪酸メチルエステル混合比率に適合した軽油（混合比率５％以下のバイオ

ディーゼル軽油混合燃料）をガソリンスタンド等で一般販売し、市民等が利用するプロジ

ェクトに限り、下記の条件を満たすことにより、登録プロジェクトの変更申請や再度の妥

当性確認を行うことなく、活動を追加することを許容し、検証段階における確認で代える

ことができる。 

 

①利用市民等が事業に参加していることを知りえる状態とすること 

申請事業者は、利用市民等に対して排出削減事業及びオフセット・クレジット

（J- VER）創出事業に参加していることを知りえる状態とすること。 

方法例としては、アンケート形式での参加意思確認（ダブルカウント回避の意思

確認を必要とする場合）、掲示、配付物、ホームページによる事業概要の表示（ダブ

ルカウントの恐れがない場合）等がある。 

※なお、これらの確認や表示において、オフセット・クレジット（J- VER）取得に

よる便益の配分や還元の考え方についても含んでおくことが望ましい。 

 

②利用市民等によるダブルカウントの防止措置を行うこと 

申請事業者が、利用市民等による排出削減価値の二重利用（ダブルカウント）を

防止する措置を取ること。 

バイオディーゼル軽油混合燃料をガソリンスタンド等にて販売する場合、法人と

の契約に基づく販売は、申請事業者に対して誓約書、確認書等によりダブルカウン

トを行わないという意志を確認する。一方、法人との契約に基づかない一般市民（自

家用車利用等）への販売は、特段のダブルカウント防止措置を行う必要はない。 

 

補足：経済性評価は不要 

廃食用油をバイオディーゼル燃料に加工し、車両等において活用するプロジェクトにつ

いては、一般的に、廃食用油の回収に伴うコスト、バイオディーゼル燃料の品質検査に伴

うコスト、バイオディーゼル燃料を利用する車両等の仕様の変更や管理の厳格化のコスト

などが発生し、投資回収年数が 3 年を超過する事例がほとんどであることから、採算性に

関する証明は不要とする。 

ただし、今後、軽油価格が高騰するなどした場合、基準を見直す可能性がある。 

 

備考：プロジェクト期間中の対象車両等の変更 

バイオディーゼル燃料利用事業者が車両等をリースしている場合、プロジェクト期間中

に当該車両等のリース期間が終了し、新しい車両等に変更される場合が想定される。その

ため、混合比率５％以下のバイオディーゼル軽油混合燃料を使用するプロジェクトに限り、

変更後の車両等が変更前の車両等の代替として使用されると認められる場合には、引き続

きプロジェクトの対象として認めることとする。代替であることの証明として、以下の条

件を満たすことを車両等それぞれに検証時に確認する。 

・ 適格性基準条件５を引き続き満たすこと 
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・ １台対１台の変更であること 

・ 用途が同等であること 

・ カタログ燃費（またはエネルギー効率）が同じ又は向上すること 

・ 他のプロジェクト条件の変更がないこと 

（ガソリンスタンド等で一般販売される混合比率５％以下のバイオディーゼル軽油混合燃

料を、市民等が車両で利用するプロジェクトについては条件６参照） 
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参考 1）各種品質規格 

 

① 軽油強制規格  

（「【Ｈ２０年度改正品確法パンフレット】バイオ燃料とガソリン・軽油を自動車用に混合

する方へ－改正揮発油等の品質の確保等に関する法律のご案内－」資源エネルギー庁 平

成 20年 12月）2 

 

軽油の強制規格 

項目 満たすべき基準 分類 

硫黄分 0.001質量％以下 環境（大気汚染防止） 

セタン指数 45以上 環境（大気汚染防止） 

蒸留性状（90%留出速度） 360℃以下 環境（大気汚染防止） 

トリグリセリド 0.01質量％以下 エンジントラブル防止 

脂肪酸メチルエステル 0.1 質量％以下 エンジントラブル防止 

5質量%以下(*)  エンジントラブル防止 

メタノール(*)  0.01質量%以下 エンジントラブル防止 

酸価(*)  0.13mgKOH/g以下 エンジントラブル防止 

ぎ酸、酢酸及びプロピオン酸の合計

(*)  

0.003質量%以下 エンジントラブル防止 

酸価の増加(*)  0.12mgKOH/g以下 エンジントラブル防止 

脂肪酸メチルエステルが 0.1 質量％を超え、5質量%以下の場合には（*）の項目も満たす必

要がある 

 

  

                                                   
2 資源エネルギー庁ホームページ 平成２０年度 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部

を改正する法律等について  http://www.enecho.meti.go.jp/hinnkakuhou/index.html 

http://www.enecho.meti.go.jp/hinnkakuhou/data/10/BDFshiryou.pdf
http://www.enecho.meti.go.jp/hinnkakuhou/data/10/BDFshiryou.pdf
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② バイオディーゼル燃料等が確保すべき品質規格 （JIS K2390） 

（出典：「高濃度バイオディーゼル燃料等を使用される皆様へ －高濃度バイオディーゼル

燃料等の使用による不具合等の防止のために－」 国土交通省 平成 21年 2月）3 

 

 

  

                                                   
3 資源エネルギー庁ホームページ 平成２０年度 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部

を改正する法律等について （http://www.enecho.meti.go.jp/hinnkakuhou/index.html） 

http://www.enecho.meti.go.jp/hinnkakuhou/index.html
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③ バイオディーゼル燃料における「協議会モニタリング規格」（下表の網掛け部分） 

（出典：「バイオディーゼル燃料の製造・利用に係るガイドライン」平成22年3月15日改正 全

国バイオディーゼル燃料利用推進協議会）4 

  

                                                   
4 全国バイオディーゼル燃料利用推進協議会ホームページ内 「バイオディーゼル燃料の製造・

利用に係るガイドライン」平成22年3月15日改正

（http://www.jora.jp/jora_news_site/biodz/pdf/guideline100315.pdf） 
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参考 2）高濃度バイオディーゼル燃料等の使用者の行う整備・点検 

（「高濃度バイオディーゼル燃料等の使用による車両不具合防止のためのガイドライン（国

土交通省 平成 21年 2月 10日）」）5 

 

 

 
 

 

  

                                                   
5 国土交通省ホームページ「高濃度バイオディーゼル燃料等の使用による車両不具合等防止のた

めのガイドライン」 （http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000025.html） 

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000025.html
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廃食用油由来のバイオディーゼル燃料の車両等における利用に関する方法論詳細 

 

 

１．対象プロジェクト  

 

本方法論は、車両等に利用する化石燃料を、廃食用油を原料としたバイオディーゼル燃

料に転換するプロジェクトであり、適格性基準を全て満たすプロジェクトが対象である。
6 

 

２．ベースライン・シナリオ 

 

¶ 廃食用油を原料としたバイオディーゼル燃料が利用されず、バイオディーゼル燃料

を利用予定の車両等でこれまでと同じ種類の化石燃料が使用される。 

 

３．排出削減量の算定で考慮すべき温室効果ガス排出活動 

 

 排出活動 
温室効果

ガス 
説明 

ベースライ

ン排出量 

化石燃料

の使用 
CO2 

廃食用油を原料としたバイオディーゼル燃

料が使用されなければ、バイオマス使用量

と熱量等価となる量の化石燃料が消費さ

れ、CO2が排出される。 

プロジェク

ト排出量 

廃食用油

の収集運

搬 

CO2 

廃食用油をトラック等の車両で収集運搬す

る場合、運搬過程で化石燃料が消費され、

CO2が排出される。 

バイオデ

ィーゼル

燃料の製

造 

CO2 

廃食用油からバイオディーゼル燃料を製造

する場合、その製造過程で化石燃料や電力

が消費され、CO2が排出される。 

メタノー

ル由来の

CO2排出 

CO2 

バイオディーゼル燃料の製造工程で投入さ

れるメタノールについて、バイオディーゼ

ル燃料または副生成物からメタノール由来

の CO2が排出される。 

バイオデ

ィーゼル

燃料の運

搬 

CO2 

精製されたバイオディーゼル燃料をトラッ

ク等の車両で給油場所まで運搬する場合、

運搬過程で化石燃料が消費され、CO2が排

出される。 

ボイラー

における

補助燃料

の利用 

CO2 

バイオディーゼル燃料を使用するボイラー

で、化石燃料や電力が補助燃料等として利

用される場合、CO2が排出される。 

 

４．排出削減量の算定 

 

ERy = BEバ,化,y  – (PE収,化,y  + PE製,y + PE製,メ,y  + PE運,化,y＋PE補,ｙ)  

                                                   
6 軽油混合燃料として化石燃料を部分的にバイオマス燃料で代替することによって、化石燃料消

費量を削減するプロジェクトも対象に含まれる。 
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ERy 年間の温室効果ガス排出削減量（tCO2/年） 

BEバ,化,y  廃食用油を原料としたバイオディーゼル燃料が使用されなければ消費

されていたと考えられる化石燃料起源の年間 CO2排出量（tCO2/年） 

PE収,化,y  廃食用油の収集運搬で消費される化石燃料起源の年間CO2排出量（tCO2/

年） 

PE製,y  バイオディーゼル燃料の製造で消費される化石燃料・電力起源の年間

CO2排出量（tCO2/年） 

PE製,メ,y  バイオディーゼル燃料製造時に利用されるメタノール由来の年間CO2排

出量（tCO2/年） 

PE運,化,y  バイオディーゼルの給油地までの運搬で消費される化石燃料起源の年

間 CO2排出量（tCO2/年） 

PE補,ｙ バイオディーゼル燃料をボイラーで利用する場合の補助燃料として消

費される化石燃料・電力起源の年間 CO2排出量（tCO2/年） 

 

５．ベースライン排出量の算定 

 

① 化石燃料と混合するバイオディーゼル燃料を使用する場合のベースライン排出量の

算定 

 

BEバ,化,y = （BFC混,y  ‐ BFC自,混,y）× MIX混,y  × CVバ,y  × CEF化,y  

BEバ,化,y  廃食用油を原料としたバイオディーゼル燃料が使用されなければ消費

されていたと考えられる化石燃料起源の年間 CO2排出量（tCO2/年） 

BFC混,y  プロジェクトで 1年間に使用されたバイオディーゼル混合燃料の量（kℓ

/年） 

BFC自,混,y  プロジェクト活動で自家消費されたバイオディーゼル混合燃料の量（kℓ

/年） 

MIX混,y  バイオディーゼル燃料の混合比率（％） 

CVバ,y  プロジェクトで使用された混合前のバイオディーゼル燃料の単位発熱

量（GJ/kℓ）※デフォルト値を使用可 

CEF化,y  バイオディーゼル燃料によって代替された化石燃料の CO2排出係数

（tCO2/GJ）  ※デフォルト値を使用可 

 

② 化石燃料と混合しないバイオディーゼル燃料を使用する場合のベースライン排出量

の算定 

 

BEバ,化,y = （BFCバ,y  ‐ BFC自,バ,y）× CVバ,y  × CEF化,y  

BEバ,化,y  廃食用油を原料としたバイオディーゼル燃料が使用されなければ消費

されていたと考えられる化石燃料起源の年間 CO2排出量（tCO2/年） 

BFCバ,y  プロジェクトで 1年間に使用されたバイオディーゼル燃料の量（kℓ/年） 

BFC自,バ,y  プロジェクト活動で自家消費されたバイオディーゼル燃料の量（kℓ/年） 

CVバ,y  プロジェクトで使用されたバイオディーゼル燃料の単位発熱量（GJ/kℓ） 

※デフォルト値を使用可 

CEF化,y  バイオディーゼル燃料によって代替された化石燃料の CO2排出係数

（tCO2/GJ）  ※デフォルト値を使用可 

 

※プロジェクト活動で自家消費されたバイオディーゼル軽油混合燃料の量（BFC自,混,y、

BFC自,バ,y）とは、プロジェクト活動である廃食用油の収集・運搬や、バイオディー

ゼル燃料の運搬を行う際に、製造したバイオディーゼル燃料やバイオディーゼル軽
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油混合燃料の消費燃料量を指す。 

これらは、プロジェクト活動として新たに追加された燃料使用であり、排出削減に

はつながらないため、製造したバイオディーゼル燃料総量から原則として差し引か

なければならない。 

但し、ベースライン活動で当該運搬に相当する輸送が化石燃料使用によって行われ

ており、かつ、プロジェクト活動ではその輸送に化石燃料が使用されなくなったこ

とが立証できる場合には、差し引かなくて良い。 

 

 

※発熱量の表記方法には「高位発熱量7」と「低位発熱量8」の２通りがある。排出削

減量の算定に用いる単位発熱量、排出係数については、高位又は低位のいずれか

で統一すること。換算が必要な場合には、「オフセット・クレジット（J- VER）制

度における温室効果ガス算定用デフォルト値一覧」に記載されている換算方法を

用いること。なお、本方法論で用いるパラメータの高位又は低位の区分について

は、下記の通りである。 

 

・別紙9に示す化石燃料の単位発熱量、排出係数のデフォルト値：高位発熱量 

・バイオディーゼル燃料の単位発熱量（測定する場合） 

 

 

６．プロジェクト排出量の算定 

 

6.1．廃食用油の収集運搬の車両運搬に伴うプロジェクト排出量の算定 

 

PE収,化,y = ä
車

車化収 y
PE

,,,
 

PE収,化,y  廃食用油の収集運搬で消費される化石燃料起源の年間CO2排出量（tCO2/

年） 

PE収,化,車,y   各収集･運搬車両の年間CO2排出量（t - CO2/年） 

 

※各収集･運搬車両の年間CO2排出量は、以下のいずれかの方法を選択して算定する： 

 

①燃料消費量から算定する方法 

PE収,化,車,y = FC収,化,車,y  × CV収,化,車,y  × CEF収,化,車,y  

PE収,化,車,y   各収集･運搬車両の年間CO2排出量（t - CO2/年） 

FC収,化,車,y  廃食用油の収集運搬による各運搬車両の年間化石燃料消費量（kℓ/年） 

CV収,化,車,y  各収集･運搬車両で使用される化石燃料の単位発熱量（GJ/kℓ） 

CEF収,化,車,y  各収集･運搬車両で使用される化石燃料のCO2排出係数（tCO2/GJ） 

 

②燃費から算定する方法 

PE収,化,車,y = D収,車,y  / AFC収,化,車,y  / 1000 × CV収,化,車,y  × CEF収,化,車,y×補正係数 

PE収,化,車,y   各収集･運搬車両の年間CO2排出量（t - CO2/年） 

D収,車,y  廃食用油の収集運搬による各運搬車両の年間往復走行距離（km） 

                                                   
7 燃焼によって生成した水がすべて凝縮した場合の発熱量であって、水蒸気の凝縮の潜熱（25℃で 2．

44MJ/kg）を加算した値。 
8 高位発熱量より水蒸気の凝縮潜熱を差し引いた値。 
9 「オフセット・クレジット（J-VER）制度における温室効果ガス算定用デフォルト値一覧」を参照。 
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AFC収,化,車,y  各収集･運搬車両（車種ごとでも可）の平均燃費（km/l） 

CV収,化,車,y  各収集･運搬車両で使用される化石燃料の単位発熱量（GJ/kℓ） 

CEF収,化,車,y  各収集･運搬車両で使用される化石燃料のCO2排出係数（tCO2/GJ） 

補正係数 平均燃費デフォルト値の場合：1.2（推定誤差を補正するため） 

 実燃費の場合：1.0 

 

③その他の算定方法 

エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）で定められた、トンキロ法等に

より算出してもよい。詳細は当該ガイドラインを参照すること。 

 

  ※ 年間往復走行距離 D運,材,車,y は、平均走行距離×トリップ数としてもよい。また、保

守性の原則を踏まえれば、複数の搬出元について同一の走行距離を使用してもよい。

例えば、20km離れた A地点と、30km離れた B地点の輸送距離を、計算簡素化のため、

A地点 B地点共に 30kmとしてもよい。 

 

  ※ なお、ベースライン・シナリオにおいて、廃食用油が工業用脂肪酸・グリセリン原

料等の用途で利用（マテリアル利用）されていることを立証できる場合には、廃食用

油の収集・運搬がされていたと考えられることから、収集運搬の車両運搬に伴うプロ

ジェクト排出量は算定しなくてよい。 

 

6.2．バイオディーゼル燃料の製造に伴うプロジェクト排出量の算定 

 

PE製,y = PE製,化,y＋PE製,電,y  

PE製,y  バイオディーゼル燃料の製造で消費される化石燃料・電力起源の年間

CO2排出量（tCO2/年） 

PE製,化,y  バイオディーゼル燃料の製造で消費される化石燃料起源の年間CO2排出

量（tCO2/年） 

PE製,電,y  バイオディーゼル燃料の製造で消費される電力起源の年間 CO2排出量

（tCO2/年） 

 

6.2.1 化石燃料消費によるプロジェクト排出量の算定 

 

PE製,化,y  = FC製,化,y  × CV製,化,y  × CEF製,化,y  

PE製,化,y  バイオディーゼル燃料の製造で消費される化石燃料起源の年間CO2排出

量（tCO2/年） 

FC製,化,y  バイオディーゼル燃料の製造による年間化石燃料消費量（重量単位/年 

or 体積単位/年） 

CV製,化,y  当該化石燃料の単位発熱量（GJ/重量単位 or GJ/体積単位） 

CEF製,化,y  当該化石燃料の CO2排出係数（tCO2/GJ） 

 

6.2.2 電力消費によるプロジェクト排出量の算定 

 

PE製,電,y  = EC製,電,y × CEF電,y  

PE製,電,y  バイオディーゼル燃料の製造で消費される電力起源の年間 CO2排出量

（tCO2/年） 

EC製,電,y  バイオディーゼル燃料の製造における年間電力消費量（MWh/年） 

CEF電,y  当該電力の CO2排出係数（tCO2/MWh）  
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6.3．メタノール由来の CO2排出量の算定 

 

PE製,メ,y  = MC製,メ,y  × CEF製,メ,y  

PE製,メ,y  バイオディーゼル燃料製造時に利用されるメタノール由来の年間CO2排

出量（tCO2/年） 

MC製,メ,y    メタノールの年間消費量（t/ 年） 

 CEF製,メ,y    メタノール製造における CO2排出係数デフォルト値（1.38） 

 

 

 6.4．バイオディーゼル燃料の給油地までの車両運搬に伴うプロジェクト排出量の算定 

 

PE運,化,y  = ä
車

車化運 y
PE

,,,
 

PE運,化,y  バイオディーゼルの給油地までの運搬で消費される化石燃料起源の年

間 CO2排出量（tCO2/年） 

PE運,化,車,y   各運搬車両の年間 CO2排出量（t - CO2/年） 

 

※各運搬車両の年間 CO2排出量は、上記 6.1 に準じて、6.1 の①、②、③いずれかの方

法を選択して算定する。 

 

6.5．バイオディーゼル燃料をボイラーで利用する場合の補助燃料消費に伴うプロジェク

ト排出量の算定 

PE補,y = PE補,化,y＋PE補,電,y  

PE補,y  ボイラーで利用する場合の補助燃料として消費される化石燃料・電力起

源の年間 CO2排出量（tCO2/年） 

PE補,化,y  ボイラーで利用する場合の補助燃料として消費される化石燃料起源の

年間 CO2排出量（tCO2/年） 

PE補,電,y  ボイラーで利用する場合の補助燃料として消費される電力起源の年間

CO2排出量（tCO2/年） 

 

6.5.1 ボイラー補助燃料としての化石燃料消費によるプロジェクト排出量の算定 

 

PE補,化,y  = FC補,化,y  × CV補,化,y  × CEF補,化,y  

PE補,化,y  ボイラー補助燃料として消費される化石燃料起源の年間 CO2排出量

（tCO2/年） 

FC補,化,y  ボイラー補助燃料として使用される年間化石燃料消費量（重量単位/年 

or 体積単位/年） 

CV補,化,y  当該化石燃料の単位発熱量（GJ/重量単位 or GJ/体積単位） 

CEF補,化,y  当該化石燃料の CO2排出係数（tCO2/GJ） 

 

6.5.2 ボイラー補助燃料としての電力消費によるプロジェクト排出量の算定 

 

PE補,電,y  = EC補,電,y × CEF電,y  

PE補,電,y  ボイラー補助燃料として消費される電力起源の年間 CO2排出量（tCO2/

年） 

EC補,電,y  ボイラー補助燃料として使用される年間電力消費量（MWh/年） 

CEF電,y  当該電力の CO2排出係数（tCO2/MWh）  
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７．モニタリング（具体的なモニタリング方法及びここに掲げていないパラメータについ

ては、「オフセット・クレジット（J- VER）制度モニタリング方法ガイドライン」（以下、MRG）

を参照のこと） 

 

モニタリングが必要なパラメータ、その測定方法例と測定頻度は、下表のとおりであ

る。計量器の校正頻度に関しては各メーカーの推奨に従うこと。 

なお、下表に記載した測定頻度を上回る頻度で測定した場合には、下記いずれかの方

法を選択する。 

① 測定した頻度毎に算定する 

② 下表に記載した測定頻度毎に平均値をとる 

 

＜バイオディーゼル燃料＞ 

バイオディーゼル燃料の使用量 

パラメータ BFCバ,y：車両等で１年間に使用されたバイオディーゼル燃料の量（kℓ/

年） 

※バイオディーゼル軽油混合燃料であり、混合後の燃料量しかモニタリ

ングできない場合のみ使用するパラメータ 

MIX混,y：バイオディーゼル燃料の混合比率（％） 

※バイオディーゼル軽油混合燃料であり、混合後の燃料量しかモニタリ

ングできない場合のみ使用するパラメータ 

BFC混,y：車両等で 1年間に使用された軽油混合燃料の量（kℓ/年） 

※プロジェクト活動である廃食用油の収集・運搬や、バイオディーゼル

燃料の運搬を行う際に、製造したバイオディーゼル燃料やバイオディ

ーゼル軽油混合燃料を使用する場合にのみ使用するパラメータ（プロ

ジェクト活動における自家消費） 

BFC自,バ,y：プロジェクト活動で自家消費されたバイオディーゼル燃料の

量 

（kℓ/年） 

BFC自,混,y：プロジェクト活動で自家消費されたバイオディーゼル軽油混

合燃料の量（kℓ/年） 

測定方法例 給油した車両ごとに、計量器（給油計等）や納品書で把握する。 

測定頻度 給油単位毎 

MRG該当項 2.4「バイオマス燃料の使用」 

 

バイオディーゼル燃料の単位発熱量 

パラメータ CVバ,y：車両等で使用されたバイオディーゼル燃料（混合前）の単位発

熱量（GJ/kℓ） 

測定方法例 JIS に基づき、バイオディーゼル燃料を分析装置や計量器（熱量計等）

にて測定する。外部機関への委託も可。なお、高位又は低位への換算が

必要な場合には、「オフセット・クレジット（J- VER）制度における温室

効果ガス算定用デフォルト値一覧」に記載されている換算方法を用いる

こと。 
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測定頻度 以下の表の通り、活動量に応じて測定頻度が決定される。 

活動量 測定頻度 

1,000 kℓ/年以上 1ヶ月毎に 1回以上 

100 kℓ/年以上、1,000 kℓ/年未満 3ヶ月毎に 1回以上 

100 kℓ/年未満 6ヶ月毎に 1回以上 

なお、バイオディーゼル燃料の単位発熱量の測定を行う代わりに、保守

的なデフォルト値を使用することもできる。その際のデフォルト値は、

33GJ/kℓとする。 

MRG該当項 2.4「バイオマス燃料の使用」 

 

 

＜化石燃料＞ 

  化石燃料の消費量 

パラメータ FC収,化,車,y：廃食用油の収集･運搬による各運搬車両の年間化石燃料消費

量 

（kℓ/年） 

FC運,化,車,y：バイオディーゼル燃料の運搬による各運搬車両の年間化石

燃料消費量（kℓ/年） 

FC製,化,y：バイオディーゼル燃料の製造における年間化石燃料消費量（重

量単位/年 or 体積単位/年） 

測定方法例 納品書や計量器（重量計等）により把握する。 

測定頻度 原則月１回以上 

MRG該当項 2.1「燃料の使用」 

 

  化石燃料の単位発熱量 

パラメータ CV収,化,車,y：廃食用油の各収集･運搬車両で使用された化石燃料の単位発

熱量（GJ/kℓ） 

CV運,化,車,y：バイオディーゼル燃料の運搬車両で使用された化石燃料の

単位発熱量（GJ/kℓ） 

CV製,化,y：バイオディーゼル燃料の製造に利用される化石燃料の単位発

熱量（GJ/重量単位 or GJ/体積単位） 

CV補,化,y :バイオディーゼル燃料をボイラーで利用する場合の補助燃料

として消費される化石燃料の単位発熱量（GJ/重量単位 or 

GJ/体積単位） 

測定方法例 以下の方法から選択する。 

①J- VER制度が提供するデフォルト値 

②提供会社による成分分析結果（JIS に基づくこと） 

③自ら測定（JIS に基づくこと） 

なお、高位又は低位への換算が必要な場合には、「オフセット・クレジ

ット（J- VER）制度における温室効果ガス算定用デフォルト値一覧」に

記載されている換算方法を用いること。 

また、デフォルト値を使用する場合は、「オフセット・クレジット（J- VER）

制度における温室効果ガス算定用デフォルト値一覧」に記載されている

単位発熱量を適用すること。 

測定頻度 デフォルト値を適用可能であり、必ずしも測定する必要はない。 

 

MRG該当項 

2.1「燃料の使用」 
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化石燃料の CO2排出係数 

パラメータ CEF化,y：バイオディーゼル燃料によって代替された化石燃料の CO2排出

係数（tCO2/GJ） 

CEF収,化,車,y：各収集･運搬車両で使用された化石燃料のCO2排出係数

（tCO2/GJ） 

CEF運,化,車,y：バイオディーゼル燃料の運搬車両で使用された化石燃料の

CO2排出係数（tCO2/GJ） 

CEF製,化,y：バイオディーゼル燃料の製造に利用される化石燃料の CO2排

出係数（tCO2/GJ） 

CEF補,化,y：バイオディーゼル燃料をボイラーで利用する場合の補助燃料

として消費される化石燃料の CO2排出係数（tCO2/GJ） 

測定方法例 以下の方法から選択する。 

①J- VER制度が提供するデフォルト値 

②提供会社による成分分析結果（JIS に基づくこと） 

③自ら測定（JIS に基づくこと） 

なお、高位又は低位への換算が必要な場合には、「オフセット・クレジ

ット（J- VER）制度における温室効果ガス算定用デフォルト値一覧」に

記載されている換算方法を用いること。 

また、デフォルト値を使用する場合は、「オフセット・クレジット（J- VER）

制度における温室効果ガス算定用デフォルト値一覧」に記載されている

排出係数を適用すること。 

測定頻度 デフォルト値を適用可能であり、必ずしも測定する必要はない。 

MRG該当項 2.1「燃料の使用」 

 

 

＜電力＞ 

設備で使用する電力の消費量 

パラメータ EC製,電,y：バイオディーゼル燃料の製造における年間電力消費量（MWh/

年） 

EC補,電,y：ボイラー補助燃料として使用される年間電力消費量（MWh/年） 

測定方法例 購入伝票を使用する。または、計量器（電力量計等）を用いて測定する。 

測定頻度 原則月１回以上 

※年間電力消費量が直接計測できない場合には、年間稼働時間（時間）

×製造装置の仕様に表示される最大電力消費量（kw）を年間電力使用

量としても良い。 

MRG該当項 2.2「電力の使用」 

 

設備で使用する電力の CO2排出係数 

パラメータ CEF電,y：当該電力の CO2排出係数（tCO2/MWh） 

測定方法例 「オフセット・クレジット（J- VER）制度における温室効果ガス算定用

デフォルト値一覧」を参照すること。 

測定頻度 検証時において最新のものを使用する。詳細については「オフセット・

クレジット（J- VER）制度における温室効果ガス算定用デフォルト値一

覧」を参照すること。 
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MRG該当項 2.2「電力の使用」 

 

 

  ＜その他＞ 

  運搬車両の燃費 

パラメータ AFC収,化,車,y：廃食用油を収集･運搬する各運搬車両の平均燃費（km/l） 

AFC運,化,車,y：バイオディーゼル燃料を運搬する各運搬車両の平均燃費

（km/l） 

測定方法例 燃料消費量、走行距離のサンプル測定に基づき算出する。 

または、省エネ法のデフォルト値（「オフセット・クレジット（J- VER）

制度における温室効果ガス算定用デフォルト値一覧」参照）を適用する

こともできる。 

測定頻度 原則年１回以上 

MRG該当項 2.1.3「車両による燃料（ガソリン、軽油、LPG）の使用」 

 

  運搬車両の走行距離 

パラメータ D収,車,y：廃食用油の収集･運搬する各運搬車両の年間往復走行距離（km） 

D運,車,y：バイオディーゼル燃料を運搬する各運搬車両の年間往復走行距

離（km） 

測定方法例 車両の走行メータで測定する。または、地図等により輸送計画距離を把

握しその値を使用することもできる。 

測定頻度 輸送計画距離が変更される毎 

MRG該当項 2.1.3「車両による燃料（ガソリン、軽油、LPG）の使用」 

 

  バイオディーゼル燃料の製造に用いるメタノールの使用量 

パラメータ PE製,メ,y：バイオディーゼル燃料の製造に用いるメタノール使用量（t/

年） 

※重量換算する場合、メタノールの比重は 0.796kg/l として計算してよ

い。 

測定方法例 使用量は、測定器（又は定量容器）を用いて測定する。 

測定頻度 原則月１回以上 

MRG該当項 － 

 

  バイオディーゼル燃料の製造に用いるメタノールの CO2排出係数 

パラメータ CEF製,メ,y：メタノール由来の CO2排出係数デフォルト値 

（t - CO2/t-メタノール） 

測定方法例 デフォルト値として“1.38t - CO2/t-メタノール”を適用する（CO2とメ

タノールの分子量から算出） 

測定頻度 － 

MRG該当項 － 

 

  法令・ガイドライン等への準拠性 
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パラメータ 品質規格への適合 

－（5％以下のバイオディーゼル燃料を軽油と混合する場合）改正揮発

油品確法に定められる軽油の強制規格を満たしていること 

－（軽油と混合しないバイオディーゼル燃料を製造・利用する場合）国

土交通省が制定する「高濃度バイオディーゼル燃料等の使用による車

両不具合等防止のためのガイドライン」に引用されている「協議会モ

ニタリング規格」を満たしていること 

－（ボイラーでバイオディーゼル燃料を利用する場合）上記「協議会モ

ニタリング規格」を満たしていること。または、ボイラーメーカーが

許容する燃料性状を満たしていること 

整備・点検の定期的実施 

－（軽油と混合しないバイオディーゼル燃料を利用する公道を走行する

車両の場合）国土交通省「高濃度バイオディーゼル燃料等の使用によ

る車両不具合防止のためのガイドライン」に準拠した点検・整備が実

施されていること。 

－（軽油と混合しないバイオディーゼル燃料を利用する、ディーゼルエ

ンジン機器（公道を走行する車両と公道を走行しない特定特殊自動車

以外）の場合）機器メーカー等からのヒアリング等を踏まえ、安全性

や排出ガス対策の観点から想定される機器の不具合を特定し、当該不

具合の発生を最小限にするための点検・整備計画を提出し、バイオデ

ィーゼル燃料の利用者の責任において、当該計画に従って機器管理が

実施されていること。 

－（ボイラーでバイオディーゼル燃料を利用する場合）機器メーカー等

へのヒアリングにより安全性や排出ガス対策の観点から想定される

機器の不具合を特定し、適切な機器の改良を施すこと、当該不具合の

発生を最小限にするための点検・整備計画を提出し、バイオディーゼ

ル燃料の利用者の責任において、当該計画に従って機器管理が実施さ

れていること。 

測定方法例 ・品質規格への適合は、定期的に検査を行う。 

・点検・整備の実施は、それらを実施した際に実施記録を作成する。 

測定頻度 ・品質規格への適合は、法令の定めに従う又は準拠する。 

・点検・整備の実施は、車輌等の日常点検、３ヶ月程度ごとの中長期点

検を行う。 

MRG該当項 － 

 

混合比率５％以下のバイオディーゼル軽油混合燃料のガソリンスタンド等での一般販

売において、プロジェクト登録後の活動追加に関する項目 

パラメータ 法人契約先の参加意志の確認、及びダブルカウント防止の誓約 

測定方法例 法人契約に基づくガソリンスタンド等においてバイオディーゼル軽油

混合燃料を一般販売する場合、契約先の法人に対してアンケートや確認

書等により、次の事項を確定する。 

①プロジェクトへの参加意思の確認 

②他制度への申請等によるダブルカウントを行わない旨の誓約 

③法人名、担当者署名 

測定頻度 契約ごと。 

MRG該当項 － 
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モニタリングパターンＣについてはモニタリング方法ガイドライン（排出削減プロジェ

クト用）（P.Ⅱ- 4）を参照。 

なお、モニタリング方法ガイドラインに記載されていない独自手法またはデータを用い

てモニタリングする場合は、その方法を採用する合理的根拠やデータの出典をモニタリン

グプランに提示しなければならない。 

 

（参考 CDM方法論） 

AM0047 “Production of biodiesel based on waste oils and/or waste fats from biogenic 

origin for use as fuel” 
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⁸  

[ ↕╣╢ ┘ ]  

1  

2  

3  

4  

5  

6 ─ ┘ ⌐ ∆╢  

7  

8  

↓↓⌐ ⇔√ │⁸№ↄ╕≢╙ ↕╣╢ ⌂ ≢№╡⁸ ⌐╙

∆╢ ─ ⌐≈™≡ ∆╢↓≤⁹ 

1 Έ S β ₒ ╩ ⇔≡™╢ ₓ ╕√│ ─  

5 -  E β ₒ ╩ ⌐ ⇔≡™╢ ₓ ⁸ ╩

∆  

5 -  G β ₒ◓ꜞ☿ꜞfi╩ ⇔≡™╢ ₓ◓ꜞ☿ꜞfi─

 

₈β₉─≈™√ ⌐ ╡⁸ⱪ꜡☺▼◒♩ ─ ≢ ╩ ≢⅝⌂™

│⁸ ╩ ∆ ⌐╟╡ ∆╢↓≤⅜≢⅝⁸ ⱤⱩꜞ♇◒◖ⱷ

fi♩ ⌐ ∆ │№╡╕∑╪⁹√∞⇔⁸ ─ ⅜№∫√ │∕

╣⌐ ∫≡ↄ∞↕™⁹ 

2⁸3⁸4 │ ≤ ⇔⌂™Ᵽ▬○♦▫כ♀ꜟ B100 ╩ ה ∆╢

ⱪ꜡☺▼◒♩─╖ ⌂ ≢∆⁹ 
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─ ─  

 

Ver .    ⌂  

1.0 2009/09/09 2010/07/ 10 Ί 

2.0 2009/11/10 2011/ 01/ 28  ⱳ☺♥▫Ⱪꜞ☻♩ E004.₈ ─

Ᵽ▬○♦▫כ♀ꜟ ─ ⌐⅔↑╢ ₉─

rev2┼─ ⌐ ™⁸ ─ ─♦▫

fi☺fi◄ꜟ♀כ ╙ⱪ꜡☺▼◒♩─ ⌐ ╘

╢↓≤≤⇔⁸₈ ₉╩₈ ₉⌐  

 6.2.2 ─ ⌐≈™≡⁸ ─ ≤─

╩ ╘╢√╘⌐⁸○ⱨ☿♇♩ה◒꜠☺♇♩

J- VER ⸗♬♃ꜞfi◓ ●▬♪ꜝ▬fi⌐

╘√ ╩ ℮╟℮ ⇔√⁹ 

3.0 2010/05/ 28 2011/03/ 23  5.ⱬכ☻ꜝ▬fi ─ ⁸ ┘⁸7.⸗♬♃ꜞ

fi◓ ─ ⌐ ™╢ ⁸

⁸Ⱳ▬ꜝכ ⌐≈™≡⁸ │ ─

™∏╣⅛≢ ∆╢↓≤≤─ ╩ ⇔√⁹ 

 ⌐≈™≡⁸ ≢ ⇔√

─╖╩ⱪ꜡☺▼◒♩ ≤⇔⁸ ≢ ⇔√

⌐╟∫≡ ↕╣√Ᵽ▬○♦▫כ♀ꜟ

│ ≢№╢↓≤╩ ⌐⇔√⁹ 

 5.ⱬכ☻ꜝ▬fi─ ⁸7.⸗♬♃ꜞfi◓

⌐⁸ ה ⁸Ᵽ▬○♦▫כ♀ꜟ

⌐⁸ ⇔√Ᵽ▬○♦▫כ♀ꜟ╩ ∆╢

⌐│⁸ ≢ ⌐ ↕╣√Ᵽ▬○♦

ꜟ♀כ▫ ─ ⅛╠ ⇔ ↄ═⅝↓≤╩ ⇔

√⁹ 

 ᵓ₈Ᵽ▬○♦▫כ♀ꜟ ─ ה ⌐

╢●▬♪ꜝ▬fi₉ Ᵽ▬○♦▫כ♀ꜟ

─ 22 3 15 ╩ ⁹

─  

4.0 2010/07/ 23 2011/05/ 31  ⁸ ─ ⁸

⁸ 7⸗♬♃ꜞfi◓⌐⁸

─Ᵽ▬○♦▫כ♀ꜟ ─●♁ꜞfi☻

♃fi♪ ≢─ ⌐⅔™≡⁸ⱪ꜡☺▼◒♩

─ ⌐ ∆╢ ⁸ ⁸⸗♬♃

ꜞfi◓ ╩ ⇔√⁹ 

 ⁸ ⁸ ⁸

ⱪ꜡☺▼◒♩ ─ ⁸ ⸗♬♃ꜞfi

◓⌐⁸Ᵽ▬○♦▫כ♀ꜟ ╩Ⱳ▬ꜝכ ≢

∆╢ ─ ⁸ⱪ꜡☺▼◒♩ ─

⁸⸗♬♃ꜞfi◓ ╩ ⇔√ 

 ─ ⌐⁸ ⌐ ⇔

≡ ה ─ ™⅜ ↕╣√ ⌐⁸

╩ ∆ ╩ ⇔√⁹ 

 ⌐ Ᵽ▬○♦▫כ♀ꜟ

─ ♩כ♬∆ B100 ⌐⅔™≡ √∆═
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⅝ ─ ╩₈ ⸗♬♃ꜞfi◓ ₉⌐

⇔√⁹ 

 5.ⱬכ☻ꜝ▬fi─ ⌐⁸ ה

⁸Ᵽ▬○♦▫כ♀ꜟ ⌐⁸ ⇔√Ᵽ

╩ꜟ♀כ▫♦○▬ ⌐≈™≡⁸ ⇔ ↄ═⅝

≤⁸ ⇔ ⅛⌂ↄ≡ ™ ╩ ⌐ ⇔√

№╦∑≡⁸₈ ₉₈ ₉₈ ₉≤™℮ ╩

⇔ ⁹ 

5.0 2010/09/30 2011/09/ 17 ・ 6. ─ ⌐ ∆╢ ╩  

・ 7. Ɽꜝⱷ₈⌐♃כMRG ₉─ ╩  

・ 7. ─ CO2 ┘⌐ ─

CO2 ⌐ ∆╢ ─ ╩  

・ ₈ ─ ⁸ ─♦

ⱨ◊ꜟ♩ ₉─  

 ₈ ─ ─♦ⱨ◊ꜟ♩

₉─  

 ─ ╩ ∫√⁹ 

6.0 2011/01/17 2012/02/21 ・ ⁸ ─ ⁸

⌐⅔™≡⁸Ᵽ▬○♦▫כ♀ꜟ B5

⌐≈™≡│⁸ ╩ ∆╢ ⌐ ╠∏⁸

╛ ⁸Ⱳ▬ꜝכ╙ ─

╩ ≤⇔√⁹ 

・ ⌐ ∑⁸ ─ 2⁸3⁸4─

╩ B100─╖≤⇔⁸ 2- V╩ ⇔√⁹ 

6.1 2011/06/21  2012/10/10 ・ 7.⸗♬♃ꜞfi◓─₈Ᵽ▬○♦▫כ♀ꜟ ─

⌐ ™╢ⱷ♃ⱡכꜟ─ ₉⌐ⱷ♃ⱡכꜟ─

╩  

7.0 2012/02/ 10 Ί ה ⱪ꜡☺▼◒♩ ☻כꜞ─

⌐ ℮ ─ ⌐≈™≡⁸ⱪ꜡☺▼

◒♩ ≤⇔≡ ╘╢√╘─ ╩ ⁹ 

ה  5 ⱪ꜡☺▼◒♩─ ≤⌂╢

⅜⁸ 5─ ≢№╢↓≤╩  

 

7.1 2012/2/24 Ί ה .⸗♬♃ꜞfi◓: ─ CO2 ─

─ ⌐≈™≡ ⅜ ⌐⌂╢╟℮

⇔√⁹ 

7.2 2012/7/2 0 Ί ה │ ┼─ ⅜ ⌂ ⌐

│⁸₈○ⱨ☿♇♩ה◒꜠☺♇♩ J- VER ⌐⅔↑

╢ ●☻ ♦ⱨ◊ꜟ♩ ₉⌐ ↕

╣≡™╢ ╩ ™╢╟℮ ╩ ⁹ 

 


